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年少者の労働基準

最低年齢（第56条）

年少者の証明（第57条）

満
15
歳
に
達
し
た
日

以
後
の
最
初
の
3
月

31
日
ま
で
の
者

原 則

例 外

労働者として使用不可

①満13歳以上
②非工業的事業
③健康・福祉に有害
　でない軽易な作業

所轄の労働
基準監督署
長の許可で
使用可能

要

件

　非工業的事業では、満13歳以上、
さらに、映画製作・演劇の事業では
満13歳未満の児童でも所轄の労働基
準監督署長の許可を条件として、例
外的に修学時間外に働かせることが
できます。

　児童（満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者）を労働者として使用することは禁止
されています。

　年少者（満18歳未満の者）を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに
学校長の証明書、親権者等の同意書を、事業場に備え付けておかなければなりません。

未成年者の労働契約（第58条）
親権者または後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。

　したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者または後見人の同意を得て、自ら締結
することとなります。
　また、未成年者が締結した労働契約が本人に不利であると認められる場合には、親権者、後見
人または所轄労働基準監督署長は、その労働契約を将来に向かって解除することができます。

年少者の労働時間・休日（第60条）
年少者（満18歳未満）については各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、労働

時間・休憩の特例、高度プロフェッショナル制度は原則として適用されません。
　許可を受けて使用する児童（満15歳に達した日以後最初の3月31日を終了していない児童）の
法定労働時間は、修学時間を通算して1週40時間、1日7時間とされています。

年少者の深夜業（第61条）
年少者を深夜（午後10時～午前5時）に働かせることは、原則として禁止されています。

年少者
（満18歳未満）

午後10時
～午前5時

午後8時
～午前5時

児　童
（満15歳に達した
後の最初の3月
31日までの者）

深 夜 業

（演劇子役の場合は
午後9時～午前6時）

原 則

例 外

労働させてはならない

年少者等に深夜業をさせることができる場合

❶　交替制で使用する16歳以上の男性
❷　交替制による事業において労基署長の許可により 
　午後10時30分まで労働させる場合など
❸　農林水産業、保健衛生業、電話交換業務の従事者
❹　非常災害時の時間外・休日労働

－ 110 －



資料⑪

－ 111 －



1

資料⑫

－ 112 －



2

－ 113 －



資料⑬

－ 114 －



058-245-1550

－ 115 －



資料⑭

－ 116 －



 

－ 117 －



－ 118 －



－ 119 －



－ 120 －




